
総
予
算
額

2
億
35
百
万
円

今
回
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、

昨
年
3
万
円
、
本
年
に
7
万
円

計
10
万
円
の
支
援
が
支
給
済
み

の
た
め
新
た
に
住
民
税
均
等
割

世
帯
に
10
万
円
支
給
す
る
も
の

で
す
。
ま
た
非
課
税
・
均
等
割

世
帯
に
属
す
る
18
歳
以
下
の
子

ど
も
に
つ
い
て
1
人
5
万
円
を

支
給
す
る
と
す
る
国
の
制
度
に

基
づ
く
支
援
措
置
で
す
。
シ
ス

テ
ム
改
修
の
た
め
3
月
下
旬
か

ら
確
認
書
を
送
付
予
定
で
す
。

【
低
所
得
者
世
帯
に
対
す
る
給

付
金
を
支
給
す
る
た
め
の
経
費
】

①
令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割

の
み
課
税
さ
れ
る
世
帯
に
対
し
、

１
世
帯
当
た
り
10
万
円
を
支
給

②
令
和
5
年
度
住
民
税
非
課
税

世
帯
お
よ
び
均
等
割
の
み
課
税

世
帯
へ
の
給
付
へ
の
加
算
と
し

て
、
当
該
世
帯
に
お
い
て
扶
養

さ
れ
て
い
る
18
歳
以
下
の
児
童

｜
人
当
た
り
５
万
円
を
支
給

総
予
算
額

６
百
万
円

米
原
市
独
自
の
障
が
い
者
支

援
事
業
を
行
う
補
正
予
算
も
可

決
し
ま
し
た
。

【
障
が
い
者
物
価
高
騰
対
策
生

活
支
援
事
業
】

物
価
高
騰
の
影
響
を

受
け
て
い
る
重
度
障
が

い
児
（
者
）
の
生
活
支

援
事
業
と
し
て
1
人
あ

た
り
5
千
円
の
商
品
券

を
支
給
す
る
支
援
事
業

で
す
。
2
月
下
旬
に
送

付
予
定
で
す
。

【
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
運
営
支
援
金
】

物
価
高
騰
の
影
響
を
受

け
て
い
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
の
経
済
的

な
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
の
支

援
金

▽
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

運
営
支
援
金

〔
対
象
者
〕

市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
１
サ
ー

ビ
ス
単
位
）

〔
支
援
額
〕

放
課
後
等
デ
イ

10
万
円

通
所
等
サ
ー
ビ
ス

10
万
円

総
予
算
額

6
千
8
百
万
円

高
齢
者
支
援
事
業
と
し
て
65

歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
す
る
事

業
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に

対
す
る
支
援
事
業
の
補
正
予
算

も
可
決
し
ま
し
た
。

【
高
齢
者
物
価
高
騰
対
策
生
活

支
援
事
業
】

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て

い
る
高
齢
者
（
65
歳
以
上
）
に

1
人
5
千
円
商
品
券
を
2
月
下

旬
に
商
品
券
を
発
送
予
定
で
す
。

【
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
運
営

支
援
金
】

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て

い
る
介
護
保
険
事
業
者
の
経
済

的
な
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
の

支
援
金
事
業

▽
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
運
営

支
援
金

〔
対
象
者
〕

市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
１
サ
ー
ビ

ス
単
位
）

〔
支
援
額
〕

入
所
系
サ
ー
ビ
ス

定
員×

６

千
円

居
住
系
サ
ー
ビ
ス

10
万
円

通
所
系
サ
ー
ビ
ス

５
万
円

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
５
千
円
／
台

1
月
17
日
の
委
員
会
協
議
会

で
第
9
期
（
令
和
6
年
度
～
8

年
度
）
の
介
護
保
険
事
業
計
画

案
と
保
険
料
改
定
案
が
説
明
さ

れ
ま
し
た
。
今
後
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
行
い
、
3
月
の
介

護
保
険
運
営
協
議
会
で
決
定
さ

れ
る
と
し
て
い
ま
す
。
改
定
案

で
は
基
本
額
と
な
る
第
5
段
階

が
110
円
の
引
上
げ
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
区
分
に
よ
っ
て
は
下

が
っ
て
い
る
区
分
も
あ
り
ま
す

が
、
全
体
で
は
引
上
げ
と
な
っ

て
い
ま
す
。
前
回
の
7
期
か
ら

8
期
の
第
5
段
階
は
、
890
円
も

引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
※
第
5
段
階
は
、
世
帯
の
中

に
市
民
税
課
税
の
人
が
い
る
が
、

本
人
は
市
民
税
非
課
税
で
年
金

収
入
と
合
計
所
得
が
80
万
円
を

越
え
る
人
で
す
。
ま
た9

段
階
以

上
は
、
今
回
は
13
段
階
が
14
段

階
へ
と
区
分
が
変
更
さ
れ
る
た

め
比
較
が
で
き
ま

せ
ん
。
詳
し
く
は

QR
コ
ー
ド
を
読
み

取
っ
て
く
だ
さ
い
。
）
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1
月
31
日
令
和
6
年
第
1
回
の
臨
時
議
会
が
開
催
さ
れ
、
3
億
79
百
万
円
の
令
和
5
年
度
補
正
予

算
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
国
の
低
所
得
者
対
策
と
同
時
に
米
原
市
独
自
の
障
が
い
者
、
高
齢

者
生
活
支
援
対
策
の
事
業
に
つ
い
て
の
補
正
予
算
が
議
論
さ
れ
、
全
会
一
致
で
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
財
源
は
国
の
物
価
高
騰
対
策
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
で
す
。

重
度
障
が
い
者
に
５
千
円
の
商
品
券

６
５
歳
以
上
の
高
齢
者
に
５
千
円
の
商
品
券

議
決
さ
れ
た
支
援
策

介護保険料
現行(第8期）月額円

改定後
（9期）

保険料差

第1段階 2040 1900 ▲140

第2段階 3400 3320 ▲80

第3段階 4760 4730 ▲30

第4段階 6120 6210 90

第5段階 6790 6900 110

第6段階 7810 7940 130

第7段階 8150 8280 130

第8段階 8830 8970 140

第9段階 10190 10350 ‐

第10段階 10870 11730 ‐

第11段階 12230 13110 ‐

第12段階 14260 14490 ‐

第13段階 14940 15870 ‐

第14段階 新規 16560 ‐

第
９
期
介
護
保
険
料
案

均
等
割
・
低
所
得
の
子
ど
も
の
い
る
世
帯


